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（金武町議会報） 

第5回定例会 

議員定数を16人へ 新たに政務調査費を導入 議員定数を16人へ 新たに政務調査費を導入 新たに政務調査費を導入 

     

　
本
町
議
会
の
適
正
な

議
員
定
数
の
調
査
と
政

務
調
査
費
の
導
入
に
関

す
る
調
査
を
行
な
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
設
置

し
た
特
別
委
員
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
閉
会
中
も
継

続
し
て
調
査
を
行
っ
て

き
た
。 

　
定
例
会
に
て
委
員
長

か
ら
審
議
結
果
等
が
報

告
さ
れ
、
次
回
の
選
挙

か
ら
議
員
の
定
数
を
現

行
の
十
九
人
か
ら
十
六

人
と
す
る
こ
と
と
し
、

政
務
調
査
費
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
年
四
月

よ
り
導
入
し
、
議
員
ひ

と
り
あ
た
り
月
額
３
万

円
を
支
給
す
る
こ
と
と

と
も
に
、
賛
成
多
数
で

可
決
し
た
。 

議員定数及び政務調査費関係調査特別委員会 

調
査
費

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額

　
月
額
３
万
円
万
円
を
支
給
支
給 

調
査
費

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額

　
月
額
３
万
円
万
円
を
支
給
支
給 

■
委
員
会
の
審
議
結
果
■ 

定
数
は
十
六
名
が
妥
当
で
あ
る 

 

理
由 

　
行
政
改
革
が
推
進
さ
れ
る
な

か
、
町
人
口
の
実
態
や
民
意
等

を
勘
案
し
時
代
の
す
う
勢
で
議

員
定
数
は
削
減
す
べ
き
で
あ
る

と
の
認
識
に
立
ち
、
議
会
常
任

委
員
会
の
構
成
等
も
考
慮
し
て

判
断
を
下
し
た
。 

 

二
十
年
度
よ
り
政
務
調
査
費
を
導
入 

 

理
由 

　
地
方
分
権
の
進
展
に
伴
い
、

地
方
議
会
の
果
た
す
役
割
が
ま

す
ま
す
増
大
し
て
お
り
、
こ
れ

を
踏
ま
え
た
議
会
運
営
が
一
層

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

　
本
町
に
お
い
て
も
調
査
研
究

費
の
助
成
を
制
度
化
し
、
議
員

の
活
動
基
盤
の
充
実
と
議
会
の

活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

に
導
入
す
る
。 

政務調査費の使途基準 

科　　目 内　　　　　　　容 

調査研究費 議員が行う町の事務及び地方財政に関する調査研究に要する経費（交通費、宿泊

費等） 

研　修　費 団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費（会費、交通費、宿泊

料） 

会　議　費 議員が行う地域住民の町政に対する意見、要望を聴取するための各種会議等に要

する経費（会場費、機材借上料、印刷製本費等） 

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費（印刷・製本費、翻訳

料・視覚資料等） 

資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書・新聞・資料等の購入に要する経費（書

籍購入費、政務調査に関わる雑誌購読料） 

広　報　費 議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費、有線放送

手数料（開催通知に関するもの３日分）（広報誌、報告書等の印刷製本及び送料、

交通費等） 

事　務　費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費（事務用品、切手代、はがき、

コピー紙） 

調
査
費

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額

　
月
額
３
万
円
万
円
を
支
給
支
給 

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額
３
万
円
を
支
給 
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平成19年 

議員定数を16人へ 新たに政務調査費を導入 議員定数を16人へ 新たに政務調査費を導入 議員定数を16人へ 
決算審査特別委員会 

平成18年度 各会計の決算を認定 
調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額
３
万
円
を
支
給 

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額
３
万
円
を
支
給 

　平成19年第５回定例会を、９月13日から28日までの16日間の日程で開催した。 

　本定例会は一般会計・特別会計の決算が付され、決算審査特別委員会を設置し、総務財政・産業

建設・教育民生の３つの部門に分けて審議し、最終日の本会議で認定した。 

　また、補正予算、条例の一部改正等の議案についても原案のとおり可決し、12名の議員が一般質

問を行った。 

認定第1号 一般会計・特別会計歳入歳出決算認定について 

歳　　　出 歳入歳出差引額 歳　　　入 

71億3,491万5,038円 1億9,421万8,601円 73億2,913万3,639円 

一般会計 

歳　　　出 歳入歳出差引額 歳　　　入 

17億1,313万3,710円 6,929万1,915円 17億8,242万5,625円 

国民健康保険事業特別会計 

歳　　　出 歳入歳出差引額 歳　　　入 

10億305万9,962円 4,535万8,758円 10億4,841万8,720円 

老人保健特別会計 

歳　　　出 歳入歳出差引額 歳　　　入 

2,120万412円 234万9,053円 2,354万9,465円 

有線放送電話事業特別会計 

認定第２号　金武町水道事業会計決算認定について 
3億1,328万6,000円 

3億467万1,000円 

5,120万9,000円 

8,831万8,000円 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

認定第３号　金武町屋嘉地区簡易水道事業会計決算認定について 
3,004万3,000円 

3,033万円 

321万1,000円 

411万円 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

調
査
費
の
一
部
と
し
て 

　
月
額
３
万
円
を
支
給 
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質
問
順
に
掲
載 

※
質
問
・
答
弁
は
要
約 

第５回定例会 

仲間　昌信　議員 
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仲里 全孝　議員 



（金武町議会報） 

小波津　隆　議員 



（金武町議会報） 

仲間　清　議員 



（金武町議会報） 

前田　修　議員 



（金武町議会報） 

東　寛治　議員 



（金武町議会報） 

知名　達也　議員 



（金武町議会報） 

山城　清盛　議員 



（金武町議会報） 

仲間　政治　議員 



（金武町議会報） 

神里　幸雄　議員 



（金武町議会報） 

嘉数　義光　議員 



（金武町議会報） 

伊芸　武吉　議員 
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◆陸上自衛隊のキャンプ･ハンセン共同使用に対する抗議決議◆ 

第5回定例会 

◆レンジ3射撃場建設に対する抗議決議◆ 

第4回臨時会 

　８月17日（金）に招集された第4回臨時会及び9月定例会最終日の本会議において、下記のとお

り2件の案件について意見書・講議決議・要請決議を全会一致で可決し、関係機関へ手交した。 

キャンプ・ハンセン内レンジ３における 
米陸軍射撃場建設に対する抗議決議 

 

　平成19年8月10日金武町は、在沖米陸軍がキャンプ・ハン

セン内レンジ３を改修し、小銃用の射撃場を米側予算で建設

する旨の報告を受けた。 

　同施設建設の報告は、金武町民とりわけ伊芸区民にとって、

レンジ４内米陸軍複合射撃訓練反対運動として、キャンプ・

ハンセン第１ゲート前にて早朝抗議活動を行った記憶を蘇ら

せた。 

　本町は、過去において米軍実弾演習に伴う被弾・流弾事故

の発生に対して非常に敏感な地域であり、レンジ４反対運動

が最高潮に達し、約１万人が参加した緊急抗議県民集会の抗

議表明から日米両政府は何一つ学んでいないと断じざるを得

ない。 

　米海兵隊実弾射撃場が数多く存在する本町にとって、基地

負担増は明白であり、民間地域に隣接している地域で、これ

だけ多数の射撃訓練場が集中しており、極めて異常な事態は

明らかで、安寧な住民生活が脅かされているのが実状である。 

米軍再編に伴って沖縄における米軍基地負担軽減が計画され

ているが現実は今般の米陸軍射撃場施設建設及び陸上自衛隊

の共同使用を含め、金武町に更なる負担を押し付けている状

況である。 

　よって、金武町議会はこれ以上の米軍基地機能の強化と負

担増を断固認めない立場から、キャンプ･ハンセン内レンジ3

における米陸軍射撃場施設建設について強く抗議し、下記事

項の早期実現を強く要求する。 

　以上、決議する。 

記 

　１．キャンプ・ハンセン内レンジ３における米陸軍射撃場 

　　　建設を即時中止すること 
 

 平成19年８月17日 

 沖縄県金武町議会 

陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン 
共同使用に対する抗議決議 

 

　日米両政府が在日米軍の再編協議の最終報告において、陸

上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用について合意したこ

とに対し、金武町議会は反対の意を表明する。 

　在日米軍再編協議は、地元自治体をまったく無視して頭越

しに合意されたものであり、キャンプ・ハンセン演習場での

陸上自衛隊第一混成団の訓練は一方的な基地負担の押し付け

のなにものでもない。陸上自衛隊第一混成団は地元の懸念を

欺くかのごとく昨年１１月には、米海兵隊がイラクから持ち

帰った簡易手製爆弾（ＩＥＤ）を用いた研修を、米海兵隊と

共に行なっている。今後、レンジを使用した射撃訓練も予定

されており、断じて許すことはできない。 

　米軍が金武町に駐留以来、米兵による殺人・婦女子の暴行

等数多くの事件、事故を起こし、住民の人権を蹂躙してきた。

また、本町は演習による山火事、騒音、異臭、被弾、跳弾、

赤土汚染等の被害をこうむり、理不尽な犠牲を強いられてき

た。現在においても実弾演習、爆破訓練、都市型戦闘訓練、

ヘリによる離発着及び民間上空での旋回訓練等が昼夜を問わ

ず行われており、極めて異常な事態は明らかで、安寧な住民

生活が脅かされているのが実情である。これ以上の基地機能

の強化負担は断じて許されない。 

　よって、金武町議会は日米両政府による陸上自衛隊のキャ

ンプ・ハンセン共同使用の合意に対し抗議するとともに、下

記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。 

記 

　１．陸上自衛隊のキャンプ・ハンセン共同使用合意の撤回 
 

 平成19年９月28日 

 沖縄県金武町議会 

 

宛　先 

意 見 書：内閣総理大臣、外務大臣 

　　　　　防衛大臣、那覇防衛施設局長 

　　　　　特命全権大使（沖縄担当） 

抗議決議：駐日米国大使、在日米軍司令官 

　　　　　在沖米国総領事 

要請決議：沖縄県知事、沖縄県議会 

 

宛　先 

意 見 書：内閣総理大臣 

抗議決議：外務大臣、防衛大臣 

　　　　　沖縄防衛局長 

要請決議：沖縄県知事、沖縄県議会 

 


